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仕  様  書 

 

１. 件  名  放射性廃棄物保管設備の保守管理業務 

 

２. 施行場所  千葉県千葉市稲毛区穴川４－９－１ 

         国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

 千葉地区 放射性廃棄物保管関連施設 

（被ばく医療共同研究施設・固体廃棄物保管庫・アルファ線棟） 

 

３. 目  的 

  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構（以下「機構」とする。）千葉地区の放射性廃

棄物保管関連施設（被ばく医療共同研究施設、固体廃棄物保管庫及びアルファ線棟）は、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号）第５２条の

許可施設に該当する非密封プルトニウム取扱施設であり、本業務は当施設を適切に維持・管

理し、安全円滑に保守管理することを目的とする。 

 

４. 業務期間及び業務時間帯等 

４-１. 業務期間 

令和８年４月１日 ～ 令和９年３月３１日 

 

４-２. 業務時間 

   ○原則として以下に示す時間で作業を行う。 

但し、不測の事態に際しての業務時間外、祝祭日作業については請負の範囲とする。 

    （放射性廃棄物保守管理業務及び巡回業務等） 

日勤業務（平日）  ８：３０ ～ １７：００ 

     

５. 業務概要  

○放射性廃棄物保管施設の保守管理業務（別表） 

放射性廃棄物保管施設の保全業務及び排水処理設備の保守運転業務を行うこと。被ば

く医療共同研究施設においては、管理区域内で日常発生する洗浄水、洗濯排水、雑排水

等の処理設備の運転、各施設（被ばく医療共同研究施設、固体廃棄物保管庫、アルファ

線棟）に保管されている放射性廃棄物保管容器の健全性の管理業務とし、下記に示す項

目とのとおりとする。 

放射性廃棄物保管施設の保守管理業務については、別表を点検項目とする。 

 また、別表に記載している点検項目については日勤業務とするが、点検項目の「８.

異常時の対応」業務に関しては日勤時間帯以外にも実施するものとする。 

（１） 排水処理作業（被ばく医療共同研究施設） 

（２） 廃棄物保管施設の点検等 

（３） 廃棄物処理中央制御盤監視作業 

（４） 排水設備内部洗浄運転作業 

（５） 機器の巡回点検作業 

（６） 各設備の巡回点検 

（７） 保守作業 

（８） 異常時の対応業務 



2 
 

６. 業務内容 

６-１. 放射性廃棄物保管施設の保守管理業務 

（１） 運転保守管理業務の内容及び対象機器 

    運転保守管理業務の内容及び対象機器は別表に記載する。 

（２） 運転保守管理業務対象機器における不具合時発生時の処置 

    別表に記載する設備機器に於いて不具合等が発生した場合は、直ちに機構担当者へ連絡

するとともに協議の上、可能な限り必要な処置を講じる。また、報告後速やかに不具合等

の発生原因・応急措置並びに再発防止策等を報告書にまとめて機構担当者へ提出する。 

（３） 点検対象設備及び点検頻度 

    対象機器についての運転保守管理業務の管理基準は、別表に記載するものとする。 

記載のない項目については下記に記載する内容を十分担保することとする。 

   ① 本設備の機器並びに付属設備の性能を安定した状態で発揮させ、運転操作を行うこと

とする。 

 ② 設備機器の構成部品の異常・経年劣化等を常に監視し、可能な限り故障の原因となる

ものを事前に排除することとする。 

 ③ 保全巡回で故障個所の早期発見に努め、動作不良時間を減少させ、施設の使用効率を

向上させることとする。 

 ④ 設備機器類の良好な運転を行い、設備の信頼性を保つとともに、環境に配慮した経済

的運転を行うこととする。 

 

６-２.  その他付随する業務 

（１） 機構が実施（監督職員が指示）する核燃料物質関連施設での工事及び点検作業時にお

ける立会業務 

     機構が実施する放射性廃棄物保管関連施設での工事及び点検作業時において、1名以

上の立会業務を行い、工事並びに点検作業が円滑に行えるように機構担当者を補佐す

る。立会者は当該設備の運転・停止等の作業並びに作業直前までの当該設備の運転状況

の通知、作業終了後の当該設備に関する運転管理上の諸注意等の収集、また、収集した

情報の整理・運転保守要員への通知を行うものとする。 

（２） 機構が実施する放射性廃棄物保管関連施設に関連した会議等への参加 

     機構が実施する会議等への参加について機構担当者から指示があった場合は、参加す

ると同時に会議資料の作成に関する補助的作業を行う。 

（３） 監督職員から依頼された各設備に係るデータ等の提出 

     監督職員から当該設備並び付帯設備に関して各種資料の提出を求められた場合は、関

係資料を作成の上、提出することとする。 

（４） 資産管理業務への協力 

機構が行う資産管理業務(資産の実査を含む)の協力を行うこと。 

（５） 不具合等が生じた場合には補修、調整に関する計画を立案し、監督職員及び関係者と

協議し処置を行うこととする。 

 

７. 提出書類 

７-１. 業務開始前 

（１） 作業予定者名簿 

（２） 所有資格証写し 

（３） 放射線業務従事者指定登録申請書 
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 （４） その他、機構が指示する書類 

 

７-２. 業務開始後 （ ）は提出時期を示す。 

 （１） 作業日報（毎日） 

（２） 月間管理予定表（毎月） 

（３） 設備維持管理月報（毎月） 

（４） 施設･機器（故障・異常）発生報告書（都度） 

（５） 酸素濃度測定記録表（都度） 

（６） その他、機構が指示する書類（都度） 

 

８．請負者の資格及び条件等 

（１） 請負者は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律

第 166 号）の核燃料物質使用施設」（非密封プルトニウム取扱施設）の放射性廃棄物処理

設備（排水処理設備等）の運転保守管理業務を原則として過去 10 年以内に１年以上の実

績経験を有する事業者であること。 

（２） 請負者は、作業者の中から現場責任者及びその代理者を選任し、配置するとともに作

業体制を明確にすること。また、現場責任者及びその代理者は、「核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号）の核燃料物質使用施設」（非

密封プルトニウム取扱施設）の建物設備における放射性廃棄物処理設備（排水処理設備等）

の運転保守管理業務を原則として過去 10 年以内に１年以上の実績経験を有する者であり、

作業者の業務遂行を統括及び指導できる者であること。 

（３） 請負者は、自社に放射線管理者が在籍すること。また、放射線管理者は在籍する社員

の放射線業務従事者の被ばく管理・放射線安全管理・教育が社内において正しく行われて

いることを確認すること。 

（４） 請負者は、作業者（現場責任者及びその代理者含む）の中において 1名以上の第 1種

または第 2種電気工事士の資格者を配置すること。 

（５） 請負者は、作業者（現場責任者及びその代理者含む）の中において 1名以上、フォー

クリフト運転技能講習修了者を配置すること。 

（６） 請負者は、作業者（現場責任者及びその代理者含む）の中において 1名以上、第二種

酸素欠乏危険作業主任者の資格者を配置すること。 

（７） 請負者は、配置人員に対して本業務に必要な教育及び入域手続きを完了し、令和８年

４月１日から本業務を支障なく行える事業者であること。 

 

９.請負者の服務 

（１） 令和８年４月１日より運転保守管理業務が円滑に行われること。必要に応じて事前の

調査等を行う場合は予め機構担当職員の承認を得ること。 

（２） 請負者並びに本業務に従事する作業者は、業務上知り得た情報を厳重に管理し、他の

第三者に漏らし、また、知り得た情報を本業務以外に利用してはならない。 

（３） 請負者並びに本業務に従事する作業者は、原子炉等規制法、放射性同位元素等規制法、

核燃料物質使用施設変更許可申請書、放射性同位元素等の許可使用に係る変更許可申請

書、その他関係法令及び当機構の定める「放射線障害予防規程」等、各種規程を遵守す

ること． 

（４） 本業務に従事する作業者は、機構が発行する構内用ＩＤカードを所持し、常に携帯す

ること。この構内用ＩＤカードは丁寧に取扱い、紛失・破損等の無いように厳重に管理
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すると共に、本人以外の者が使用することを禁じる。（貸借の禁止） 

（５） 請負者は、本業務に従事する作業者に変更がある場合は変更前に機構担当職員に連絡

すること。また、（４）に記載する構内用ＩＤカードを変更後速やかに返却することとす

る。 

（６） 請負者は作業者に対して常日頃の監督責任を負うこととする。また、必要に応じて機

構担当職員からの指示等を受け作業者に徹底させることとする。 

（７） 本業務中に作業者に何らかの人的災害（負傷等）が発生した場合に於いては、請負者

は当該現場を統括する者を通じて直ちに機構担当職員に通報し、その指示を仰ぐものと

する。 

（８） 作業者の毎日の通勤については公共交通機関を利用すること。ただし、夜間緊急で来

所する様な場合はこの限りではない。 

（９） 本業務に従事する作業者の作業上必要な特別教育・放射線安全教育（初期及び定期教

育）等は請負者において責任をもって行うこととする。また、教育の記録等について機

構担当職員から提出依頼があった場合は、速やかに提出することとする。 

（10） 機構において独自に行う教育訓練について、請負者は本業務に従事するものを参加さ

せなければならない。 

（11） 本施設は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第

166号）の許可施設に該当する非密封プルトニウム取扱施設であり、厳しい管理を求めら

れている。作業にあたり、異常事態等が発生した場合は、当機構監督職員へ連絡し、直

ちに処置するとともに原因の究明を速やかに行うこと。 

 

１０.その他 

（１） 放射線業務従事者の登録 

     本作業に従事する者で、放射線管理区域内で作業にあたる者は放射線業務従事者とす

ること。また、協力会社等で放射線管理区域に立ち入る者も同様とする。 

（２） 貸与品・支給品等に係る事項 

本作業は年間を通しての放射性廃棄物保管設備の保守管理業務についての請負作業

であるため、作業遂行に関する費用負担は原則以下のとおりとする。ただし記載以外に

費用が発生するような場合は都度協議の上、決定するものとする。 

  （イ） 機構支給若しくは貸与品 

・ 放射線管理区域内作業衣、同区域内作業用手袋、帽子、専用シューズ等の防護具 

・ 放射線管理区域内で使用する工具類 

・ 当該業務遂行に必要な水道ガス光熱費 

・ 当該業務に必要な机、椅子、ロッカー等の備品類 

・ 空調機等のフィルター（使用状況により交換頻度が異なるために機構負担とする） 

・ 保全巡回若しくは定期点検時に交換が必要であると認められた機器部品 

・ 運転保守管理業務の遂行に必要な各種測定機（テスター、風速計、塵埃測定器等） 

・ 管理上必要最低限なＯＡ機器及び用紙等の消耗品（コピー及びパソコン・プリンター・

電話・ＦＡＸ等） 

     上記支給品及び貸与品に関しての使用は無駄遣いを防止するとともに、必要最低限の

使用に留めることとする。 

（ロ） 請負者負担 

・ 一般区域における作業服、その他安全防護具 

・ 点検作業時における消耗品（ウエス、養生用シート等々） 
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・ 放射線被ばく管理測定器（個人被ばく線量計）及び測定費用 

・ 一般健康診断費用および電離放射線健康診断費用 

・ 請負者が実施する放射線安全教育に係る諸費用 

・ 作業上必要な事務用消耗品（筆記用具等） 

（３） 作業場所及び管理室内の整理整頓 

     作業場所周辺及び作業者の常駐する管理室内は、常に整理整頓を心がけること。 

（４） 業務上災害の責任 

   請負者の作業者が業務上被った災害について、機構原因により生じた災害を除き、機

構は一切の責任を負わないものとする。 

（５） 損害賠償 

   請負者若しくは作業者が機構職員若しくは第三者の生命・身体または財産に損害を与

えた場合は、速やかに機構監督職員に報告するとともに請負者の負担により補償若しく

は原状復帰するものとする。 

（６） 引き継ぎ 

     受注者は契約上の業務開始日より支障なく業務を遂行するため、現在の受注者より引

継ぎを受けること。 
また、本業務の契約満了の翌年度、引継ぎ業務を請け負わない場合は現場説明及び文

書により、次期契約受注者に引継ぎを行うこと。引継ぎに関しては、文書により監督職

員及び、次期契約受注者に報告するものとする。 
（７） その他 

               本仕様書に記載の事項については、疑義が生じた場合は機構監督職員と速やかに協議

し、お互い誠意を持ってその解決にあたることとする。 

 
 

（要求者） 

                     部課（室）名：安全管理部 放射線安全課  

       担当者氏名 ：岩谷 航平 

                      

  




